
活動期間： 令和 3年 9月 1日～令和 4年 8月 31日

令和 4年 11月 1日 発行

Dream  and  Do! 

株 式 会 社 富 士 建

EA21 環境経営レポート
（令和 4年度）



はじめに

   当社は、経済の仕組みに強く支配された人間社会活動から発生する環境破壊問題をグロ

ーバル的に捉え、ローカル的に実践し、社会貢献を行うために エコアクション 21 の認
証・登録を 2010 年 7月 29 日に取得し、環境活動状況を開示するとともに、経営ツール
として活用しております。         
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環 境 経 営 方 針

「基本理念」

株式会社 富士建は、土木施工業者として、その総ての事業活動において、

 地球環境への影響を考慮し、自然環境の保全とその調和に努めると共に、環境への

負荷低減に努めます。

「行動方針」

1. 環境経営システムを構築し、次の事項に対して重点的に取組むと共に、継続改善
を行います。

(1) 省エネ(電気・化石燃料)による CO2排出量の削減

(2) 節水活動の実施

(3) 産業廃棄物の適正処理

(4)グリーン購入の推進

(5)施工現場における環境に配慮した機械の使用及び工法への取組

2. 環境関連法規を遵守します。

3. 行政機関などの環境保全施策に協力すると共に、地域社会における環境保全

  活動に寄与します。

  4. 環境経営レポートを作成し、環境への取組み状況を公開します。

                     平成 21年 11月 1日 制定
                     令和  1年 11月 11日改定
                     令和 3年 11月 11日改定

                     株式会社 富 士 建

代表取締役 牧薗博文



1. 事業の概要
(1) 事業所名

 株式会社 富士
ふ じ

建
けん

(2) 代表者氏名
    牧薗 博文

 (3) 所在地
    〒840―0513 

佐賀県佐賀市富士町大字下熊川 159-68 
        TEL 0952-64-2331(代)  FAX 0952-64-2340 

 (4) 環境管理責任者 徳島康大 

(5) 連絡担当者 営業部  徳島康大

 (6) 主たる事業内容
   土木工事業(法面保護工及び地盤改良工事等) 
 (7) 事業の規模 事業年度(9月～8月) 

単位 令和 1年度 令和 2年度 令和 3年度 令和４年度

売上高 百万円 1043 1034 830 1037 

従業員数   人 48 48 50 51 

床面積   ㎡ 948.2 948.2 948.2 948.2 

(8) 認証・登録範囲： 全組織(本社・現場)・全活動・全従業員

 (9) 設立：昭和 54年 2月 8日

 (10) 資本金： 10,000 万円
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２.環境経営組織図及び役割・責任・権限

令和4年11月1日現在

全体総括、環境への取組を実施するために資源の準備、評価及び見直し

活動の把握と環境経営システムの構築、運用、活動状況の社長への報告

年２回開催し、環境目標の達成状況及び活動計画の実施状況を審議する

EA21の文書及び記録類の作成・維持・管理

技術部門の総括管理

車燃料（ガソリン・軽油）、灯油等の化石燃料消費量の管理

電力・水使用量の整理、物質投入量、グリーン購入

廃棄物の排出管理、リサイクル率管理

廃棄物の排出管理、リサイクル率管理

EA21　委員会
会長、社長以下各部常務又は部
長、事務局１人を含めて9人

代表取締役会長

代表取締役社長

専務取締役

環境管理責任者

事務局　総務部社員１名

営業部
営業部　常務取締役

EA21委員会

部員　３名

工事部総括

法面事業部・安全施設事業部

地盤改良事業部

環境管理責任者

技術部　常務取締役

総務部
総務部　部長

部員　２名

役割分担表

所属

代表取締役

役割・責任・権限

地盤改良事業部
地盤改良事業部　部長

部員　３名

法面事業部　安全施設事業部
法面事業部　部長

部員　12名

工事部
工事部　部長

部員　１８名

組織図及び役割分担

　　　認定登録範囲

EA21事務局

技術・管理総括

総務部
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３．当年度及び中期環境目標

 【事業所】

項 目 単 位 (基 準) 
令和 3年度
実績値

目  標

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

電気量消費の削減 kWh/百万円 73.66 基準値の

1％削減
72.92 

基準値の

2％削減
72.19 

基準値の

3％削減
71.45 

基準値の

4％削減
70.71 

ガソリン消費量の

削減

ℓ/百万円 12.36 基準値の

1％削減
12.25 

基準値の

2％削減
12.12 

基準値の

3％削減
12.00 

基準値の

4％削減
11.88 

CO2排出量の削減 Kg-CO2/百万円 71.69 基準値の

1%減
70.97 

基準値の

2%減
70.26 

基準値の

3%減
69.54 

基準値の

4%減
68.82 

一般廃棄物の

排出量削減

   ― 事業所から排出される一般廃棄物量は EA21活動により、EA21
認証取得以後、常に削減目標を達成しており、目標は分別・削減

活動とする。

使用水量の削減    ― 事業所敷地内のボーリング井戸から取水した地下水を使用して

いるので目標は節水活動である。

グリーン購入の推

進

   ― エコマークの文具等を積極的に購入する。
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【現 場】

当年度(令和 4年度)の目標は、電力・化石燃料については、事業所と同様に、電力消費量/売上高、各化石燃料消
費量/売上高で設定している。しかしながら二酸化炭素排出量(kg-CO2)で比較検討する場合、電力の CO2排出係
数は平成 26年度九州電力公表値 0.584kg-CO2/kwhを採用する。
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項 目 単 位 (基 準) 
令和 3 年度
実測値

目  標

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

電気量消費の削減 kWh/百万円 6.83 基準値の

1%削減
6.76 

基準値の

2％削減
6.69 

基準値の

3％削減
6.63 

基準値の

4％削減
6.56 

ガソリン消費量の削

減

ℓ/百万円 46.44 基準値の

1％削減
45.98 

基準値の

2％削減
45.51 

基準値の

3％削減
45.05 

基準値の

4％削減
44.58 

軽油消費量の削減 ℓ/百万円 140.8 基準値の

1%削減
139.40 

基準値の

2%削減
137.98 

基準値の

3％削減
136.58 

基準値の

4％削減
135.17 

産業廃棄物排出量 ｔ/百万円 0.402 基準値の

1％削減
0.398 

基準値の

2％削減
0.394 

基準値の

3％削減
0.390 

基準値の

4％削減
0.386 

CO2排出量の削減 kg-CO2/百万円 475.92 基準値の

1%減
471.16 

基準値の

2%減
466.40 

基準値の

3%減
461.64 

基準値の

4%減
456.88 

グリーン購入の推進    ― グリーン購入法特定調達品の使用が公共工事では義務付けられている。

工事騒音・振動への

対応

   ― 公共工事では低騒音・低振動の機械の使用が義務付けられている。

苦情皆無を目標とする。

水質汚濁の防止    ― 水質汚濁防止法を遵守し、苦情皆無を目標とする。

化学物質使用量    ― 水質汚濁防止として濁水処理凝集剤(硫酸バンド：硫酸アルミニウム
を使用する場合があるが、使用を極力抑えることを目標とする。



当年度の環境活動計画

令和 4年度(R3.9～R4.8)事業所

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
エアコン設定温度の励行
休憩時間消灯の励行
不要照明の消灯励行
アイドリングストップの励行
消費量の管理

〇水使用量の削減（敷地内ボーリング井戸からの地下水採水）

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
地下水取水量の削減 節水活動の徹底 総務部野田

〇廃棄物の削減・適正処理

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
裏紙使用
ミスプリントの抑制
分別の徹底
適正処理

〇グリーン購入の推進（エコマーク文具の購入）

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月

check check

グリーン購入適合商品の
購入推進

エコマーク文具の積極購入 総務部鳥谷

紙使用量の削減

廃棄物の削減
総務部鳥谷

check check

工程
取扱状況 活動計画 責任者

工程
取扱状況 活動計画 責任者

check check

ガソリン使用量の削減 総務部野田

check check

工程
取扱状況 活動計画 責任者

工程
取扱状況 活動計画 責任者

〇温室効果ガスの削減

電気使用量の削減 総務部野田
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令和 4年度環境経営計画(現場) 

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
エアコン設定温度の励行
休憩時間消灯の励行
不要照明の消灯励行
アイドリングストップの励行
消費量の管理
アイドリングストップの励行
消費量の管理

〇水使用量の削減

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
目標値なし 節水活動の徹底 総務部野田

〇廃棄物の削減・適正処理

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
分別の徹底
適正処理

〇濁水の発生防止

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
濁水発生防止対策の検討
濁水の適正処理の実施

〇建設騒音・振動の発生防止

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月
低騒音・低振動機械の使用
騒音・振動対策の検討

〇化学物質使用量の削減

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月

〇グリーン購入の推進(エコマーク文具の購入）

9月～11月 12月～2月 3月～5月 6月～8月

check check

取扱状況 活動計画 責任者
工程

グリーン購入適合商品の
購入推進

エコマーク文具の積極購入 現場代理人

全工事において薬品の使
用を極力削減

現場代理人

check check

濁水処理凝集剤等化学薬品の使
用を極力抑える

騒音・振動発生の防止と
苦情の発生ゼロの維持

現場代理人

check check

取扱状況 活動計画 責任者
工程

check check

軽油使用量の削減 総務部野田

取扱状況 活動計画 責任者
工程

濁水発生の極力防止と苦
情の発生ゼロの維持

現場代理人

現場代理人廃棄物の削減

check check

取扱状況 活動計画 責任者
工程

check check

取扱状況 活動計画 責任者
工程

ガソリン使用量の削減 総務部野田

check check

取扱状況 活動計画 責任者 工程

〇温室効果ガスの削減

取扱状況 活動計画 責任者
工程

電気使用量の削減 総務部野田
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5．目標の実績、評価及び今後の取組み

令和 4年度(令和 3年 9月～令和 4年 8月)の実績を以下に示す。

令和 4年度事業所

ｋWh 61,138 58,793

売上高当り kWh/百万円 73.66 72.92 56.70

ℓ 10,259 12,556

売上高当り ℓ/百万円 12.36 12.24 12.11

kg-CO2 59,505 63,465

売上高当り kg-CO2/百万円 71.69 70.97 61.20

kg 2,250 1,382

売上高当り kg/百万円 2.71 2.68 1.33

百万円 830 1037

エコマークの文具を積極的に購入している。

項目 単位
(基準値)
R3実測値

R4年度目標
基準値の1%減

目標達成率128.6%

目標達成率101.2%

節水活動により目標(維持・管理)が実行されている・。

R4年度実績 評価

電気使用量

ガソリン消費量ℓ

使用水量

目標達成率116%

目標達成率201.5%

売上高

一般廃棄物量

CO2排出量

グリーン購入の推進

 「二酸化炭素総排出量に係わる電気量・化石燃料消費量」

   ・電気消費量は 128.6%と目標達成である。     
   ・売上高当りガソリン消費量は 101.2％と目標である。
   ・売上高当り CO2排出量は 116%目標達成ある。
    なお、H29以後の電力 CO2排出量は、H26の CO2排出係数 0.584kg-CO2/kwhで算定している。
 「一般廃棄物総排出」

適正に分別・処理(委託)されている。
 「グリーン購入について」

エコマークラベルの文具(紙ファイル、ボールペン、シャープペンシル全商品)を現在使用しており、
    他の文具等についても情報収集してグリーン購入を推進している。

【総括】 本社事務所は現場工事等の後方支援基地の位置付けで、総務・営業・調査工事の内業を担当しており、

事務所内のエコ活動と営業活動の省エネ(ガソリン消費)が主なエコアクションとなり、事務所内の節約行動と
営業車の効率的運行が課題となる。今年度より営業部の人員が増員となっているため、特にガソリン消費量

(営業活動の効率化)の低減が課題であり、合理的な営業活動の推進(意識改革)が必要不可欠である。
今後の取組として、引き続き目標達成が継続できるよう節電等の継続及び意識付けを行っていく。
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令和 4年度現場

ｋWh 5,673 6,114

売上高当り kWh/百万円 6.83 6.76 5.90

ℓ 38,547 36,783

売上高当り ℓ/百万円 46.44 45.98 35.47

軽油消費量ℓ ℓ 116,935 208,086

売上高当り ℓ/百万円 140.8 139.4 200.66

産業廃棄物排出量 t 333.64 410.72

売上高当り t/百万円 0.402 0.398 0.396

kg-CO2 395,011.89 626,112.05

売上高当り kg-CO2/百万円 475.92 471.16 603.77

百万円 830 1037

グリーン購入の推進 ― グリーン購入を行っている 目標達成率100%

化学物質使用量の削減 ― 使用量は少ないが、使用した場合は適正に管理を行った

CO2排出量

売上高

濁水発生防止 目標達成率100%

評価

目標達成率114.6%

R4年度実績

目標達成率129.6%

目標達成率69.5%

目標達成率100%

目標達成率100%

目標達成率100.5%

目標達成率78.0%

― EA21認証登録後発生現場ゼロ

項目 単位
(基準値)

R3年度実績

R4年度目標

基準値の1%減

ガソリン消費量ℓ

騒音・振動(苦情)の防止 ― EA21認証登録後発生現場ゼロ

電気使用量

「二酸化炭素総排出量に係わる電力・化石燃料消費量」

  ・売上高当り電気使用量(現場における配電線引き込みによる)は目標達成率 114.6%であり、目標達成で
ある。

・ガソリン消費量(主として現場管理ライトバン車)は売上高当りガソリン消費量は 129.6%で目標達成で
ある。

・軽油消費量は、売上高当り軽油消費量は売上高当たり 69.5%で未達成ある。
なお、電力の CO2排出量算定には、26年度九州電力公表値の 0.584kg-CO2/kwhを用いている。

    ・売上高当たり CO2排出量の目標達成率は 78%で未達成であり、地盤改良業務増加に伴う新規使用重
機の増加が影響している。

  「グリーン購入の推進」

    ・公共工事ではグリーン購入法特定調達品の使用が義務付けられており、それに基づきグリーン購入の

推進を行っている。

「産業廃棄物総排出量」

  ・廃棄物排出量はここ数年大きく目標達成未達が続いていたが、今年度の売上高当りの目標達成率は

100.5%と目標達成である。産業廃棄物排出量は 1,000t/年未満の 410.72t/年である。
「濁水発生防止、騒音・振動(苦情)の防止」

問題発生現場は 0で目標達成率 100%である。
  「化学物質使用量」

 PRTR制度対象物質は使用していない。

【総括】 環境への負荷(産廃排出量)の目標 100.5%と安定している。の環境法規を遵守した適正処理がエコアクション行動
の第一となる。

なお、環境保全に対する意識改革は事務所も含めて、会社が存続する限り継続する必要がある。

     今後の取組として、目標未達成であった軽油の消費について一人一人がアイドリングストップ等の削減につなが

る行動を継続して行っていく。

-8-



6. 環境活動の取組結果と評価

  令和 4年度(令和 3年 9月～令和 4年 8月) 
① 二酸化炭素排出量に直結する電力量・化石燃料消費量/売上高は、事業所においては令和

3 年度より(A)照明器具の総 LED 化、(B)空調設備の新規取替え整備、(C)全営業車のハ
イブリッド車化導入などを行っており、今年度はその影響もあり 128.6%と目標達成と
なっている。

② 現場においては売上高当り CO2 排出量の目標達成率は 78.0%と目標未達成である。原
因として地盤改良工事の割合が今年度は多く、軽油等の消費が増えた影響と思われる。

今年度は 1000t/年未満の 410.72t/年となっており、伐採・老朽化法面セメント・コンク
リート材の取り壊し・撤去工事が一段落したことを明確に示すものである。

④ 全世界的な温室効果ガスの削減目標は極めて高く、国・県・市が掲げる目標に近づける

のは厳しいものがあるが、社会に寄与するために、できうる限りの高目標を設定・実践

できるように、環境教育を徹底し、排出低減を“Act Locally”するのは当社の責務と考
えている。

⑤ 社員一人一人の意識の向上を促し、環境方針に基づく環境目標の達成のために、全社員

一丸となって環境活動の PDCAサイクルを実践していく覚悟である。
⑥ 「建設業向けガイドライン 2017 年版」に準じた環境活動を【二酸化炭素排出量】、【廃
棄物排出量】、【排水量】、【化学物質排出量】、【グリーン購入量】、【事業における環境に

有益な活動の推進】の 6項目について実践しているが、主たる受注業務は公共工事であ
るため、【化学物質排出量】、【グリーン購入量】については、十分に配慮された発注形態

となっているので特に問題はない。特に【化学物質排出量】については、PRTR 制度に
係る物質は使用していない。
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7. 環境関連法規の遵守及び違反・訴訟状況

   当社の事業活動に適用される環境関連法規等は次のとおりです。

適用法規等 適用される内容・活動等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法) 一般廃棄物・産業廃棄物の適正処理管理。

マニフェストによる交付・回収・保管等の適正処理

水質汚濁防止法 関連河川の水質汚濁防止。水質基準順守。

騒音規制法 低騒音機械使用と騒音レベルの遵守

振動規制法 低振動機械使用と振動レベルの遵守

大気汚染防止法 使用機械の粉塵防止・排煙基準の遵守

令和 4年度(令和 3年 9月～令和 4年 8月)期間中は環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結
果、違反はありませんでした。また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありません

でした。
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8. 代表者による全体評価と見直し・指示の結果
地球温暖化に起因する異常気象等が顕著に具現化しつつある今日、地球温暖化対策に取り組むこ

とが必要不可欠な時代となりました。また、地球温暖化現象の上にウイルス禍が覆被さった現状

で、長期化が危惧されてます。エコアクション 21の主眼となる、地球温暖化問題は人類の長期
の対応(Think Globally Act Locally)が必要と考えられております。
また、資材高騰が収まる気配がない中、燃料等の削減は急務であると考えます。  

EA21環境経営目標主である温室効果ガス(主対象のCO2)排出抑制に取り組んで 13年目に入り、
ハード面では①本社事務所照明の LED化、②空調機器の新規機器への取替え、③営業車の全車
ハイブリッド化、④現場使用重機の新規購入及び整備作業の徹底とソフト面の⑤節水・節電・ア

イドリング防止等の節減教育、活動により、CO2 排出量の削減に寄与しており、温室効果ガス
CO2環境目標達成率は本社事業所で 115.9％、現場では 78.0％とほぼ目標達成に近い状況に成づ
いていると評価できます。今後は今までと同様に経済性・合理性を有する環境経営システムを円

滑かつ有効に運用し、PDCAサイクルを有効に回し、スパイラルアップできる経営ツールとして
有効活用し、会社組織として社会貢献できる集団を目指します。

     なお、環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画、実施体制の見直しは行わず継続して取

り組むこと、環境保全意識を持続するためにソフト面での関連講習会等（環境保全、水素燃料動

力機、電気自動車等）に積極的に参加し、知見を広めることも全社員に指示します。

   ・環境意識向上の環境教育は、来年の EA21の７回目の更新審査時期に向けて、社員環境教育をし
つつ、情報を的確に吸収し、より良い環境経営システムを構築する所存です。

   ・経済性、合理性を有する環境経営システムを円滑かつ有効に運用し、PDCAサイクルを有効に回
し、スパイラルアップできる経営ツールとして有効活用し、会社組織として社会貢献できる集団

を目指します。

   ・エコアクション 21建設業向けガイドライン 2017年版の(1)二酸化炭素排出量の削減、(2)廃棄物
の排出量の削減、(3)水道水の削減、(4)グリーン化商品の購入推進、(5)事業における環境に有益
な活動の推進、(6)化学物質の使用量の削減が要求事項となっているが、当社の業務では化学物
質（PRTR 制度に関わる物質）は使用されていないので、(1)～(5)を実践して社会貢献する責務
があると考えている。
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補足 1  EA21勉強会 (1回/月の部会で EA21活動報告) 

補足 2  油水分離槽設置状況

事業所敷地内の資機材建屋から油等の流出・拡散リスクの予防施設
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